
福岡県福祉福岡県福祉福岡県福祉福岡県福祉のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり条例条例条例条例    路外駐車場路外駐車場路外駐車場路外駐車場のののの届出先届出先届出先届出先についてについてについてについて    

 

 路外駐車場を設置（変更）する際に必要となる届出は、建築物の場合とそうでない場合

とで届出先が異なります。以下のフローによりご確認ください。 
 

※路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供される 

ものをいいます。（駐車場法第２条第二号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 

駐車場自体駐車場自体駐車場自体駐車場自体がががが建築物建築物建築物建築物ですかですかですかですか？？？？    

 
              
 

 

 

 

 

ＮＯ 

おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先    

・建築物について 

  福岡県建築都市部建築指導課 企画係 

   TEL 092-643-3720 
 

※福岡市内の場合は、福岡市福祉のまちづくり条例の対象となりますので、福岡市へお問合せください。 

※上記フローで建築物として扱う場合でも、駐車場法による路外駐車場の設置（変更）の届出は、都市計画

区域内では対象となります。 

特定特定特定特定まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり施設施設施設施設（（（（建築物建築物建築物建築物））））ですですですです。。。。    
 

届出先 

各県土整備事務所建築指導課 
（北九州市、大牟田市、久留米市内の場合は各市） 

ＮＯ 

ＮＯ ＹＥＳ 

    駐車場駐車場駐車場駐車場のののの新設等新設等新設等新設等をををを行行行行うううう部分部分部分部分がががが、、、、条例施行規則条例施行規則条例施行規則条例施行規則

別表第別表第別表第別表第２２２２第第第第３３３３項項項項のののの特定特定特定特定まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり施設施設施設施設のののの要件要件要件要件にににに

該当該当該当該当しますかしますかしますかしますか？？？？    
 

駐車マスの面積の合計が５００平方メートル以上 

かつ 駐車料金を徴収するもの。 

手続きは不要です。 

駐車場駐車場駐車場駐車場がががが建築物建築物建築物建築物のののの敷地内敷地内敷地内敷地内にありますかにありますかにありますかにありますか？？？？    

 

 

 

 

 

 

 

道路をはさんで設けられる駐車場は、 

建築物の敷地外と考えます。 

建築物建築物建築物建築物のののの新築等新築等新築等新築等をををを行行行行うううう部分部分部分部分がががが、、、、条例施行規則条例施行規則条例施行規則条例施行規則    

別表第別表第別表第別表第１１１１にににに掲掲掲掲げるげるげるげる特定特定特定特定まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり施設施設施設施設のののの規模要件規模要件規模要件規模要件

にににに該当該当該当該当しますかしますかしますかしますか？？？？    

 

・自動車車庫部分の用途面積が 1,000 ㎡以上の場合。 
 

・自動車車庫以外の部分が、用途に応じて定められた 

規模要件に該当する場合。 
 

・複合建築物で全体の用途面積が 2,000 ㎡以上の場合。 

ＹＥＳ 

特定特定特定特定まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり施設施設施設施設（（（（路外駐車場路外駐車場路外駐車場路外駐車場））））ですですですです。。。。 
    

届出先 

各市 又は 

福岡県建築都市部都市計画課 都市政策係（町村内の場合） 

屋根及び柱若しくは壁があるものを建築物と 

して扱います。（建築基準法第２条第一号） 
 

建築物の一部分が駐車場である場合や、 

建築物の屋上に設けられるものを含みます。 

・路外駐車場について 

  福岡県建築都市部都市計画課 都市政策係 

TEL 092-643-3712 
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YES NO 
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